
■	

公
立
病
院
の
医
業
未
収
金
と

地
方
自
治
法

公
立
病
院
が
講
ず
べ
き
医
業
未
収
金

対
策
の
理
論
と
実
務
に
つ
い
て
、
地
方

公
共
団
体
が
経
営
す
る
病
院
を
例
に
述

べ
て
い
き
た
い
。

医
業
未
収
金
の
発
生
自
体
を
防
ぐ
努

力
や
、
早
期
の
未
収
金
回
収
行
動
の
実

施
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
公
立
病
院

も
民
間
病
院
も
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

し
か
し
、
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る

病
院
の
医
業
未
収
金
は
、
地
方
自
治
法

の
厳
格
な
規
律
に
服
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

医
業
未
収
金
は
地
方
公
共
団
体
が
保

有
す
る
債
権
で
あ
る
。
こ
の
債
権
の
管

理
は
、
財
務
事
務
と
し
て
監
査
委
員
に

よ
る
監
査
対
象
と
な
っ
て
い
る（
地
方
自

治
法
第
１
９
９
条
１
項
）。

ま
た
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
に
な

り
う
る（
地
方
自
治
法
第
２
４
２
条
１

項
）。
さ
ら
に
、
地
方
議
会
の
監
視
に

も
服
す
る
。
議
会
は
検
査
権
を
行
使
で

き
、
債
権
管
理
の
台
帳
・
フ
ァ
イ
ル
を

検
閲
し
、
執
行
機
関（
行
政
部
局
）に
そ

の
事
務
の
管
理
等
に
つ
い
て
の
報
告
を

求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
議
会
か
ら
監

査
委
員
に
対
し
て
監
査
を
す
る
よ
う
求

め
、
そ
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る（
地
方
自
治
法
第

98
条
）。
法
令
上
、医
業
未
収
金（
債
権
）

の
管
理
が
、
地
方
公
共
団
体
の
経
営
す

る
病
院
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

■	「
名
寄
せ
」が
で
き
る

シ
ス
テ
ム
を
整
備

金
銭
債
権
は
地
方
公
共
団
体
の「
財

産
」と
さ
れ
て
お
り（
地
方
自
治
法
第

２
３
７
条
１
項
）、
債
権
に
つ
い
て
は
、

督
促
や
強
制
執
行
等
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い（
地
方
自
治
法
第
２

４
０
条
２
項
）。
地
方
公
共
団
体
が
経

営
す
る
病
院
は
、
法
令
上
定
め
ら
れ
た

回
収
努
力
を
し
た
こ
と
の
説
明
責
任

（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）が
果
た
せ
な

い
限
り
、
公
共
の
財
産
を
毀
損
し
た
と

し
て
行
政
訴
訟
等
の
対
象
に
な
り
う
る

と
考
え
ら
れ
る
。

病
院
は
、
常
に
最
終
的
な
法
的
手
続

を
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
、
平
時
か
ら
未
収

金
を
適
切
に
管
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
最
低
限
、

日
常
か
ら
の
債
権
管
理
、
特
に
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
で
の
台
帳
・
フ
ァ
イ
ル
管
理
を

必
ず
実
施
し
、債
務
者
の「
名
寄
せ
」（
検

索
可
能
な
債
務
者
情
報
の
一
元
管
理
）

が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
台
帳
・
フ
ァ
イ
ル
は
、
未

収
金
の
発
生
や
金
額
を
示
す
重
要
な
資

料
で
あ
り
、
裁
判
な
ど
の
法
的
手
続
を

と
る
場
合
、
そ
の
ま
ま
証
拠
資
料
と
し

て
利
用
で
き
る
。

■	

債
権
管
理
・
回
収
を

怠
る
こ
と
の
法
的
リ
ス
ク

債
権
管
理
を
怠
る
こ
と
の
リ
ス
ク
を

浮
き
彫
り
に
し
た
最
高
裁
判
所
の
判
例

（
２
０
０
９
年
４
月
28
日
判
決
）が
あ
る
。

事
例
は
、
あ
る
市
が
発
注
し
た
工
事

に
関
し
て
業
者
ら
が
談
合
を
し
た
た
め

市
が
損
害
を
被
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
市
長
が
業
者
ら
に
対
す
る
不
法
行

為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権（
債
権
）

の
回
収
を
怠
っ
て
い
る
と
し
て
、
市
の

住
民
が
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

市
に
代
わ
っ
て
業
者
ら
に
損
害
賠
償
を

求
め
た
も
の
で
あ
る
。
結
論
だ
け
言
え

ば
、
最
高
裁
は
、
市
長（
行
政
）が
上
記

損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
を
怠
っ
た
こ

と
が「
違
法
」に
な
る
と
判
断
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
最
高
裁
判
例
に
照
ら
せ

ば
、
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
病
院

が
、
金
銭
債
権
で
あ
る
医
業
未
収
金
の

管
理
・
回
収
を
怠
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の

不
作
為
が「
違
法
」と
判
断
さ
れ
る
可

能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

■	

国
立
病
院
機
構
の
取
り
組
み
と

教
訓
に
学
ぶ

次
に
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機

構
が
サ
ー
ビ
サ
ー
を
利
用
し
た
際
の
顛

末
を
紹
介
す
る
。

２
０
０
７
年
10
月
16
日
の
閣
議
決
定

「
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
基
本
方
針
」を
受

け
て
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
の
一
環
と

し
て
国
立
病
院
機
構
は
、
医
業
未
収
金

支
払
案
内
等
業
務
委
託
事
業
を
実
施
し

た
。
入
札
の
結
果
、
大
手
債
権
回
収
会

社（
サ
ー
ビ
サ
ー
）が
落
札
し
、「
医
業
未

外
部
専
門
家
利
用
が
奏
功
す
る
。
数
字

を
見
る
限
り
、
国
立
病
院
機
構
は
当
初

か
ら
自
己
の
努
力
で
相
当
の
成
果
を
上

げ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
外
部
委
託
し
た
場
合
の
実
績
の

低
下
の
原
因
は
、
委
託
先
と
の
連
携
が

ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に

あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

■	

厚
生
労
働
省
の
取
り
組
み
と

教
訓
に
学
ぶ

厚
生
労
働
省
は
２
０
０
８
年
の
未
収

金
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、

医
業
未
収
金
の
確
実
な
回
収
と
対
策
の

創
意
工
夫
を
推
奨
す
べ
く
、
地
方
公
共

団
体
や
民
間
の
医
療
機
関
と
専
門
家
の

連
携
強
化
に
一
定
の
補
助
金
を
支
給
す

る「
医
療
機
関
未
収
金
対
策
支
援
事
業
」

を
実
施
し
た
。
09
年
度
は
６
０
０
０
万

円
の
予
算
を
計
上
し
た
が
、
執
行
率
は

０
パ
ー
セ
ン
ト
に
終
わ
っ
た
。
医
療
機

関
に
と
っ
て
、
安
価
で
専
門
家
を
利
用

で
き
る
チ
ャ
ン
ス
と
な
る
は
ず
だ
っ
た

が
、
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

原
因
は
、
病
院
側
に
も
委
託
先
の
専

門
家
側
に
も
、
現
場
の
実
情
に
添
っ
た

債
権
管
理
・
回
収
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
不
足

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

単
な
る
外
部
委
託
、単
な
る
債
権
回
収
、

と
い
う
発
想
で
は
現
場
の
ニ
ー
ズ
を
満

た
さ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

■	

法
的
手
続
き
の
実
施
は

必
須
事
項

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
地
方
公
共
団

体
の
経
営
す
る
病
院
は
、
法
令
順
守
の

観
点
か
ら
も
、
医
業
未
収
金
を
回
収
で

き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
責
任（
ア

カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）を
果
た
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
的
手
続

き
を
常
に
見
据
え
な
が
ら
、
適
宜
の
タ

イ
ミ
ン
グ
で
法
的
回
収
手
続
に
移
行
し
、

公
平
か
つ
厳
格
に
、
未
収
金
回
収
の
努

力
を
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
と
き
、
外
部
の
専
門
家
、
特
に

法
律
専
門
家
の
利
用
は
不
可
欠
と
な
る

だ
ろ
う
。
当
然
な
が
ら
、
丸
投
げ
の
外

部
委
託
で
は
な
い
、
お
互
い
の
役
割
を

認
識
し
て
尊
重
す
る
、
協
働
の
ノ
ウ
ハ

ウ
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
医
療
現
場

と
専
門
家
が
と
も
に
そ
の
立
場
を
尊
重

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
伸
ば
し
合
う

手
法
が
求
め
ら
れ
る
。

収
金
支
払
案
内
等
業
務
」を
受
託
し
た
。

サ
ー
ビ
サ
ー
に
委
託
さ
れ
た
業
務
内

容
は
、
主
と
し
て
、
①
支
払
案
内
業
務

（
通
知
の
発
送
業
務
）、
②
支
払
方
法
相

談
業
務（
た
だ
し
、
直
接
相
談
に
よ
る

交
渉
は
弁
護
士
法
第
72
条
に
よ
り
不
可

と
思
わ
れ
る
）、
③
居
所
調
査
業
務
、

④
集
金
業
務（
口
座
の
通
知
と
集
金
窓

口
代
行
）等
で
あ
る
。
結
果
は
表
の
と

お
り
で
あ
っ
た
。
芳
し
い
成
果
を
上
げ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
契
約
期
間
の
満
了
を
待
た
な
い

ま
ま
、
委
託
契
約
は
解
約
と
な
っ
た
。

単
に
外
部
委
託
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
当
該
病
院
の
地
域
特
性
や
部
署
の

人
材
・
技
術
、
さ
ら
に
ト
ッ
プ
の
確
固

た
る
方
針
が
一
体
と
な
っ
て
は
じ
め
て
、
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「
自
治
体
の
た
め
の
債
権
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
２
０
０
８
年
、

東
京
弁
護
士
会
業
務
改
革
委
員
会
自
治
体
債
権
管
理
問
題

検
討
チ
ー
ム
編
、ぎ
ょ
う
せ
い
）

「
08
年
度
及
び
09
年
度
民
間
競
争
入
札
実
施
事
業
医
業
未
収

金
支
払
案
内
等
業
務
の
事
業
の
評
価（
案
）」（
10
年
12
月
15

日
、内
閣
府
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
推
進
室
）

表　国立病院機構がサービサーに業務委託した結果
期間：2008年10月〜09年9月

●委託託債権額
（滞納1年未満）　1億6,848万1,000円
（滞納1年以上）　5億541万円
●実際入金額

（滞納1年未満）　1,023万円　　　 （回収率6.1％）
（滞納1年以上）　2,156万2,000円（回収率4.3％）
●要求最低水準（委託前の国立病院機構の自主回収による実績）

（滞納1年未満）　回収率24.7%
（滞納1年以上）　回収率　8.7%

医業未収金問題への法的対応策 ● 第2回

(C) 2013 日本医療企画.




